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要旨

本研究は、トラック翰送事業における多重下請構造に注目し、その是正に必要な物流施策を検討する。
具体的には、経済産業省・国土交通省・晟林水産省が実施した調査結果から、 トラック翰送事業の多重
下請構造の現状を證理する。あわせて、多重下賄構造の要因、問題点および政府の市場介入の妥当性に
ついて検討する。 さらに、翰送機能と仲介機能を制度上分離し、物流情報を関係主体が記録確認できる
ようにしたアメリカでの事例と日本での取り組みを比較して、求車求貨物システム業者へのインタピュ
ー調査結果も踏まえて、実運送の把握の観点から契約の可視化などの物流施策を提案した。

Abstract

This s tudy focuses on the multiple subcontrac ting s truc ture in the Ja panese trucking bus iness and
discusses the lo gis tics po licies necessary to correct th is s truc ture. Specifically, we will rev iew the
current s tatus of the mul tiple subcon tracting s truc ture in the trucking business, based on the "Survey
on Mul tiple Subcon trac ting Struc ture in Trucking". In addition, we w ill s tudy the causes o f the
mul tiple subcon tracting struc ture, the problems it causes, and the appro pria teness o f governmen t 
intervention in the marke t. Then, we will then compare the Ja panese a pproach to the U.S. case, in
which the trans po rt and intermedia ry func tions are ins titutionally separa ted so tha t logistics
informa tion can be recorded and ver ified by the entities involved. Based on the resul ts of in terviews
with trucking matching companies. we w ill also propose future logistics po licies such as con trac t 
visua lisa tion from the perspec tive of under血nd ing the ac tual s ituation of trans port. 

1. 研究の背景と目的

働き方改革関連法によって 2024 年4月1

日から「自動車運転業務における時間外労働

の上限規制」が物流分野に適用される。 その

結果として生じる、 いわゆる「物流の 2024

年問題」への対応が急務となっている。

そこで、政府も2022年9月に、経済産業省、

国土交通省および農林水産省の3省が合同で

「持続可能な物流の実現に向けた検討会」（以

降、 「持続可能な物流検討会」と表記）を立

ち上げるなど、 「物流の2024年問題」に対し

て実行可詣な対策を検討している。 「持続可

能な物流検討会」では、 持続可能な物流の実

現に向けた論点を整理したが、その1つに「非

効率な商慣習・構造是正、 取引の適正化」を

あげた。 さらに、2023年5月には、 「我が国

の物流の革新に関する関係閣僚会識」も設置

されて、 (l)商慣行の見直し、 (2)物流の

効率化、 （3)荷主・消費者の行動変容につい

て、抜本的・総合的な対策を「政策パッケー

ジ」として策定した。 そのなかで、 「物流産

業における多重下請構造の是正に向けた規制

的措置等の導入」も公表された。

そこで、 本研究は、 トラック輸送事業にお
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ける多重下請構造に注目し、その是正に必要

な物流施策を検討する。具体的には、第1に、

公表資料である経済産業省•国土交通省・農

林水産省（ 1) （以降、 「実態把握調査結果」と表

記）から、 トラック輸送事業の多重下請構造

の現状を分析する。次に、下請構造を経済理

論から整理し、政府の市場介入の妥当性につ

いて論じる。これらを踏まえて、海外の取り

組みとして、輸送機能と仲介機能を制度上分

離し、物流情報を関係主体が記録確認できる

ようにしたアメリカでの取り組みを取り上げ

て、日本の物流の現状と比較検討する。その

際に、求車求貨システム業者へのインタピュ

ー調査結果も踏まえて、·実運送の情報把握の

観点から比較検討する。

2. トラック輸送における多重下請構造の

現状

2. 1 トラック輸送の特徴

ここでは、後藤(2)をもとに、改めてトラッ

ク輸送の特徴を説明する。 図1は、 トラック

輸送事業者数と営業用トラックの輸送トンキ

ロの推移を表したものである。これをみると、

経済的規制が緩和されて以降、 トラック輸送

事業者数は2007年度まで増加し、その後はほ

ぼ横ばいの事業者数であることがわかる。一

方、営業用トラックの輸送トンキロは 1996

年度以降も順調に増加してきたが、近年では

横ばい傾向にあることもわかる。この間のそ

れぞれの変化率をみてみると、 トラック輸送

の事業者数は、1996年度から2009年度(t.£ I) 

まで約29％増加したが、同期間で輸送最は約

26％の増加にとどまっている叫 トラック輸

送事業者の多くが中小・零細企業であり、直

近の事業者数および輸送籠の推移は横ばいで

あることも考慮すると、引き続き厳しい競争

環境であることがわかる。
本来であればトラック輸送事業者と荷主は

対等の取引関係であるぺきである(5X6)。しか

し｀ トラック輸送サ ー ピスの差別化は困難(7I

であり、かつ上述の通り、 トラック輸送事業

者の大半が中小零細事業者である。そして、

トラック輸送市場が厳しい競争環境であれば

荷主が取引上優位な立場に立つことが多い
(6x8) 

さらに、輸送費用を正確に把握するという

原価意識が十分でなく、口頭による契約が商

慣習である(!)。そして、荷主が発注する業務

は「元請け」と呼ばれる大手事業者が受注し、

実際の輸送業務（実運送）は下請けの中小事

業者が担う多重下請構造がトラック輸送事業

では存在すると指摘されてきたが6)(9)、定蚤

的に実態を解明した分析は数少ない。

そこで、本研究では、2023年5月に公表さ
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図1 トラック輸送事業者数と営業用トラックの輻送トンキロの推移
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れた経済産業省・固土交通省• I袋林水産省(I)

を用いて、 トラック輸送事業での多韮下請構
造の実梱を分析する。
2.2 多重下請構造の現状

ここでは、 「 実態把握調査結呆」をもとに、
多重下請構造の現状を紐明する。 表1は「実
態把握調査結果」の概要である。

表l 「実態把握調査結果」の概要

t兜査主体 経済産業省•田土交通行・店林水産名

主な閃査対象 全日本トラック協会の会且企業

四査時期 2023年2月7日から4月1B

回答稔数 4,401回答

ク輸送半業者は受託金額の 90％未満で委託
されており、 下請けが行われるたびに下請事
業者の収入が減少する可能性が高いことも明
らかとなった。 これは先行研究(◄)(lOXII)でも同

様のことが指摘されており、 下請事業者の収
益性を圧迫する1つの要因である。

3. 多菫下請構造の要因と問題点および政府
の介入の妥当性
3. 1 多重下請構造が生じる要因

それでは、 なぜトラック輸送事業において
多韮下諸構造が生じるのであろうか。 その主
な理由として、 トラック楠送事業者の貨物需

出典：経済産業省・国土交通省・座林水産省 要（季節変動・週間変動）への対応(12)がある。
(1)より作成。 多くのトラック綸送事業者がピーク時の貨物

「実態把握調査結果」によると、 他社から
の輸送依頼への対応状況として、全体の78%

(3233 回答）は「引き受ける」と回答した。
さらに、 引き受けた楠送依頼を再度他社に輸
送依頼するとした祁業者は全体の 49% (1 590

回答）あり、 トラック輪送耶業における多韮
下請けの存在が示唆された。 あわせて、 「ト
ラックを持たない第 1 稲伐物利用述送業者」
の割合が少なく、 実際に運送業務を行ってい
る運送業者間での下請けが多いことも明らか
となった。 そして、 中小零細事業者ほど 3 次
下請け以降となる割合が多くなる傾向（歿本
金 1000 万円以下で約 15%) がみられた。

一方で、 「元請事業者からの運送を専業」
の回答が 13% (540 回答）あり、 荷主を自ら
開拓することができず、 もっばら下請けで運
送せざるを得ないトラック餘送事架者が全体
の 10 ％強も存在することがわかった。 そし
て、 「他社のトラック輸送を利用することを
前提に荷主と運送契約をしている」との回答
が相対的に多く存在し、 下f6けを前提として
それを容認する荷主企業が多い可能性も明ら
かとなった。

また、 下諸金額については、 26％のトラッ

l :�7

需要に対して輸送能力を低く設定し、 それを
越えたものを他のトラック輸送事業者に再委
託するなどの商習慎が固定化した。 その他に
は、 営業力の機能補完やコ・ソ ー シングとし
ての取引といった理由も指摘されている(13)

3,2 多誼下諮構造の問題点
それでは、 トラック輸送事業での多璽下精

構造にはどのような問題点が指摘されている
のだろうか。第1に、安全面での指摘である。
これは、 元硝事業者が下精事業者の運行実態
を把握せず、 運行時間管理ならびに作業安全
の確保等については、 相対的に管理が甘い実
運送事業者任せになる点が指摘された6)。 こ
の点は後述するアメリカのトラック翰送事業
でも問題となった。

そして、 第 2 に、 実運送運賃の低下である
(6XIO)。 前述したように、 高次下請けを担って
いる事業者はそもそも中小零細企業であり、
もともとの財務状況が脆弱ななか、 実運送運
賃が低下すれば、 企業収入が波少し、 新規雇
用や生産性向上のための新規投資が困難とな
る。 ドライパーの待遇改善も難しいe トラッ
ク輸送事業の労働生産性は他産業と比べ非常
に低い水準となっている(U)が、多重下請梢造
による実運送運賃の低下はこの1つの要因と



なっている可能性がある。
このように、「物流の2024年問題」への対

応が急務となっている日本において、そのメ
リットを生かしつつも、トラック輸送事業に
おける多重下請構造の是正を早急に検討する
必要がある。
3.3 下請構造への政府の介入の妥当性

それでは、このような下請栴造に対して、
政府の介入の妥当性はあるのだろうか。 一般
的に、下請構造は多様な形態をもち、その概
念を構成する諸特性も複雑であるため、そも
そも定義しにくい(l5)。 そこで、植草(15)は、下
請構造の概念規定に必要な複数の条件を検討
したが、そのなかで以下の2点をあげた。
① 元請企業からみると、一般的に規模の経

済性が著しくなくて労働集約的な部門、
あるいは高度な技術を要しない部門につ
いて下請構造が生じやすいため、既存下
請企業問の競争のみならず元請企業の外
注から内製への切り替えという可能性も
あり、潜在的競争圧力が拗きやすい点

②元請企業が下請企業に対して買い手とし
ての市場支配力を行使しやすい点

上記2点を踏まえると、元請企業が純粋独
占で下請企業が競争的であるとき、下請企業
で費用削減が実現すると、元請企業はその費
用低下に応じて 荷主に請求する運賃を引き下
げることができる。 その結果、市場が競争的
であるため、荷主の製品の価格低下を介して、
最終消費者が得られる余剰も増加する。なお、
荷主との関係で元請が売手独占的な色彩が強

ければ、運賃および販売価格はそれほど低下
せず、下請けから元請けへの所得移転だけが
増大する。いいかえれば、下請構造の問題点
の1つは所得分配の点にあると植草(15)は指
摘した。小田切(16)も、下請構造で問題となる
優越的地位の濫用は公平性からの判断がされ
がちであると指摘した。

一方で、資源配分の効率性の観点から下請
構造を検討すると、小田切(16)は、下睛構造で

の優越的地位の濫用は、情報が不完全で評判
効果（注2)が十分に拗かない状況において、 ホ
ールドアップ問題ぽ3)の発生が危惧される場
合に限られると指摘した。 ホールドアップ問
題が起きるとき、当該中間財の供給が十分に
行われないため、結果として最終財の生産が
不十分となり、資源配分上非効率となる。こ
のとき、資源配分の効率性の観点から下請構
造への市場介入の妥当性が生じる。

公益社団法人全日本トラック協会(17)では、
元請けが自主的に二次下請けまでで取引を制
限するという目標を設定しているが、現状を
みると改善が難しい。 これまでの経緯を踏ま
えると、トラック輸送事業者間の自発的な取
り組みだけでは多璽下賄構造の改善は事実上
難しく、政府の市場介入も必要と考えられる。

それでは、下睛構造への市場介入手法はど
のような手法が望ましいのだろうか。小田切
(16)は、主に2点を指摘している。第1に、評
判効果を機能させることである。 これには、
企業の情報が企業間で共有されることを促す
ことが重要となり、こうした取り組みが多重
下諸構造を是正するために必要となる。 しか
し、実際はこうした情報の共有が不十分で、
荷主および元請事業者と下請事業者間で下請

けがおこなわれている。 そのため、後述する
アメリカでのプロ ーカーや日本の求車求貨シ
ステム業者のように、実運送情報の体系的な
把握について一定の役割を担う主体の存在が
期待される。 しかし、企業間で情報の不完全
が改善されない場合は、独占禁止法における
優越的地位の濫用の規定や下請法のように、
法律を整備することも重要である(16)。この点
については 政府や立法府の役割が大きい。

第2に、文書による契約が完全に行われる
こと、いいかえれば契約の不完備性の改善で
ある。 契約の不完備性を改善するには、①契
約の書面化と②運賃の算定根拠となる輸送費
用を契約前に提示することなど、契約の可視
化があると考えられる。
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表2に示す通り、日本のトラック輸送事業
では、運送日時や運賃・料金は帯面化されて
いる割合が高いものの、附帯業務料金（契約
の不完備率位4): 61.2%)や燃料サーチャ ージ
（同：81.2%) については業務内容ゃ費用情
報など契約の可視化が低いことがわかる。

このような多重下請構造下での契約の不完
備性を是正するには、契約の可視化を政府が
義務付ける政策が重要である。 たとえば、契
約の書面化や事前提示の項目として、後述す
るアメリカの事例では、運送事業者が受け取
る運賃情報と その支払いに対する具体的な義
務を記載した「運賃確認書」を運送事業者に
発行している。このような海外での事例は日
本で契約の可視化を進める際に貴重な判断材
料となるだろう。 そこで、次にトラック輸送
市場での多重下請構造への対策について、日
米を比較する。

4. 多重下請構造への対策の日米比較
4.1 アメリカでの対策

ここでは、アメリカのトラック輸送事業で
の取り組みについて説明する。アメリカでは、
1990年代後半にトラック輸送事業者が原因

の交通事故が多発し、 その多くにプロ ーカ ー

の責任が問われた。そこで、2012年にMAP-21

（陸上交通授権法）が成立して、これまで曖
昧であったトラック輸送における輸送業務と
仲介業務を明確に切り分けて、輸送効率改善
を期待されているプロ ーカーの責任の所在を

明確にしようとした。
あわせて、プロ ーカ ーなどの登録と財政担

保に関する情報のインタ ーネットによる公開
も規定した。 これは、前述した評判効果を機
能させる対策と考えられる。

Mぼ.. 21成立後は、輸送業務として受託し
た場合には仲介業務を行うことができなくな
り、二次以降の下請けは制度上発生しないこ

ととなっている(18)。また、前述した通り、プ
ロ ーカーは、運送事業者が受け取る支払いに
関する具体的な情報と運送事業者が満たす義
務のある具体的な要件の概要を記載した「運
賃確認書」を運送事業者に発行し、契約の書
面化をしている(19)。 これは、前述した契約の
不完備性を改善させる対策と考えられる。

このような直接規制の導入は、トラック輸
送事業者やプロ ーカーをモニダリングする規
制当局のコストが大きく（注5)、実効性が担保
できていないとの指摘もなされている(19)。日
本で直接規制を導入する際には費用対効果の
分析が重要である。
4.2 日本での対策

日本では、物流市場で優越的地位の濫用を
防止するために、公正取引委員会によって荷
主と元請事業者との間には物流特殊指定（注6)
が、また元請事業者と下請事業者との間には
下請法がそれぞれ運用されている。 その他の
日本でのトラック輸送事業での多重下請構造
の是正として、「持続可能な物流検討会」が

「契約条件の明確化、多重下請構造の是正等
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表2

運送日時
附帯作業内容
運賃・料金
附帯作業料金
車両留置料
燃油サーチャージ
その他

契約内容が書面化の場合の記載内容と程度および契約の不完備率
明確に記戟している 記戟しているが不明礁 全く記載していない 契的の不完備率

3140 334 370 18.3% 
2375 809 561 36.6% 
3034 475 348 21.3% 
1368 736 1419 61.2% 
610 458 2246 81.6% 
574 467 2282 82.7% 
334 251 1012 79.1% 

「実態把握調査結果」(1)より作成。出典：
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の運賃の適正収受に資する措置の検討」を提
言した(21)。具体的には、建設業法を参考とし
た荷主企業や元話事業者が実運送事業者を把
握できるようにするための運送体制台帳の作
成を求めるとともに、内航海運業法を参考に�
契約締結時の契約内容の電子・吝面交付を義
務付けるべきとした。

前述した通り、 買任の所在を明らかにする
ため、アメリカでも契約の可視化を進めて、
運送契約の際にはむ面での契約を求めてい
る。 契約の可視化を進めると、荷主も含めて
実運送の具体的な情報を確認することができ
る。 すると、仮に事故などがあった際に後日
検証が容易となり、実運送事業者に過度な負
担がかかっている場合はその責任を関係者も
相応に負担することになる。

その結果、 実運送事業者に過度な負担がか
からないように当事者OOで調壁するインセン
ティプが生まれる。 遥送体制台帳の作成はこ
のような契約の可視化に一 定の役割を果た
す。これは、前述した契約の不完備性を改善
させる対策と考えられる。

一方で、前述の通り、アメリカでは仲介業
務と稲送業務の区分を誌みているが、日本で
は制度上、 業務区分が不十分に位置付けられ
ていると思われる。アメリカでは、 プロ ーカ
ーに類似した行為をしている dispatch serv ice 

の存在が問題になったように、業務区分が不
明確であれば、情報の不完全性や契約の不完
備性を助長しかねない。

日本では、仲介業務を担っている貨物利用
運送事業者が制度上存在するが、 トラックの
みを利用した実運送を手配する場合は貨物利
用運送事業法の対北外であり、一股貨物自動
車運送事業の中にある「貨物自動車利用遥送j
として位置付けられている。

その中で、数少ないがトラック輸送を対象
として求貨求車システムを利用した事業者が
存在する但7)。 2023 年 3 月に日本の求貨求車
システム事業者2社（日本貨物運送協同紐合

連合会およびトランコム株式会社）への調査
を実施した。上記2社を選定した理由として、
求貨求車システム事業者として継続的に実績
を上げている点がある。 長谷川(22)によると、
求貨求車システム事業では、 1990 年から 2000

年にかけて、政府の後押しもあり、ITベンダ
ー系などが求車求貨システムを開発し新規参
入を果たした。 しかし、以下の3点から、多
くの事業者が撤退を余儀なくされた。
① e マー ケットプレイスのアクセス性（ス

マホが無く、 冠話・FAXだけ）
② 荷物をマッチングすることの複雑t生
③ 与信・運貨決済システム

このようななかで、以上の 3 点の撤退理由
を克服してきたのが上記2社である。 日本貨
物遥送協同組合連合会は 1991 年に全国のト
ラック運送事業者およびトラック運送事業協
同組合のためのインターネットを利用した求
荷求車情報ネットワ ー クシステム (WebKIT)

をOO発し現在も運用している(23)。また、トラ
ンコム株式会社は「全国48か所の情報センタ
ー、約 13,000 社のパートナー企業による全固
の輸配送ネットワ ー クを活用した翰送マッチ
ングサービス」を展開している(24)0

上記2社へのインタビュ ー調査の結果か
ら、協力会社の事故歴の把握や求荷求車事業
者が粕送終了時にアプリや電話で直接実運送
の運転手に確認するなど、依頼された輸送全
体の内容把握に努めていることが明らかとな
った。 また 、 契約前に運校情報や業務内容の
可視化も実施されていることがわかった。い
いかえれば、求荷求車・ンステム事業者は、本
来期待される元請事架者の役割である契約の
可視化について、 IT システムを用いて低毀用
で事業化することで、荷主・下精事業者から
も支持されていることが明らかとなった。

このように、仲介業務と輸送業務を区分し、
本来期待される元硝事業者の役割を自発的に
担う求荷求車システム事業者が運送業務委託
の情報を的確に把握し各主体で共有すること
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で、トラック輸送市場での多重下請構造を是
正する効果を持つ可能性があることが明らか
となった。

5. 結論と今後の課題
本研究は、トラック輸送事業における多重

下請構造に注目し、その是正に必要な物流施
策を検討した。分析の結果、以下の 3点が明
らかとなった。

第1に、日本のトラック輸送事業の現状を
説明し、これまではトラック輸送事業が供給
過剰であることを指摘した。また、「実梱把
握調査結果」を用いて、トラック輸送事業の
多重下請構造の現状を説明した。

第2に、多重下請構造の要因と問題点につ
いて先行研究を整理したうえで、資源配分の
効率性と公平性の観点からトラック輸送事業
の多重下請構造への政府の介入の妥当性につ
いて指摘した。多重下請構造を解決するには、
情報の不完全性を改善して評判効果を機能さ
せること、そして契約の不完備性の改善の 2
点が重要であることを指摘した。

第3に、アメリカの事例を比較対象として
日本の物流政策を検討した結果、契約内容の
透明性・可視化は対策が講じられる可能性が
高い一 方で、情報の不完全性と契約の不完備
性の改善が期待される仲介業務の明確化と位
置づけについてはその効果の分析も含めて引
き続き今後の検討課題であることを指摘し
た。

今後の課題として、 本稿ではまずは定性的
に議論を進めてきたが、トラック輸送市場で
の評判効果の計測や契約の不完備性に関する
定退的な検証があげられる。

注

1)自動車輸送統計調査では、2010年10月よ
り、貨物自家用自動車のうち軽自動車お
よび旅客自家用自動車を調査対象から除
外したため、本稿では 2009年度までの変

化率を参考にした。
2)約束を守り続けることにより、約束を守

る人あるいは企業であるという評判（名
声）を獲得し、他者との関係をより容易
に、あるいはより有利に維持して長期的
利益を生む効果のこと。小田切(16)を参照。

3)関係特殊資産（いったん投資すれば回収
不能であり、特定の取引関係のもとでの
み十分な価値を生み出すことができる資
産）への投資が必要なとき、取引相手か
らホールドアップされること。いいか え
れば、事後的に不利な取引条件変化や取
引停止を迫られることをおそれ、投資が
不十分にしかおこなわれないこと。 小田
切(16)を参照。

4)契約の不完備率とは当該アンケートの回
答のうち、全体に占める「記載している
が不明確」と「全く記載していない」を
あわせた割合をさす。

5) dispatch service (トラック輸送の配車サー
ピス）としてプロ ー カ ー行為が行われる
ことを防ぐため、 2023年6月にFMCSA

(Federal Motor Carrier Safety
Administration)が規則の解釈を明確化し
た。

6)荷主（いわゆる真荷主）と物流事業者の
取引における優越的地位の濫用を効果的．
に規制するために指定された独占禁止法
上の告示のことである。公正取引委員会
(20)を参照のこと。

7) 優越的地位の濫用について、求貨求車シ
ステム事業者には独占禁止法ならびに下
請法が適用される。
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